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食 品 添 加 物 用 途 名 秦  野  市  基  準 使 用 不 可 食 品 添 加 物 名 一 覧 

 

 

着色料 

 

 

できるだけ含まない 

 

 

添加物の内容を明確にする 

・食用赤色２号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ ・食用赤色３号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ 

・食用赤色 40号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ ・食用赤色 102号 ・食用赤色 104号 ・食用赤色 105号 

・食用赤色 106号 ・食用黄色４号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ ・食用黄色５号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ 

・食用緑色３号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ ・食用青色１号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ 

・食用青色２号及びそのｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ ・タール色素の製剤 ・鉄ｸﾛﾛﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 

・銅ｸﾛﾛﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ・銅ｸﾛﾛﾌｨﾙ ・二酸化ﾁﾀﾝ ・ﾉﾙﾋﾞｷｼﾝｶﾘｳﾑ ・ﾉﾙﾋﾞｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 

発色剤 含まない  ・亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ ・硝酸ｶﾘｳﾑ ・硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ ・硫酸第一鉄（乾燥） ・硫酸鉄第一鉄（結晶） 

 

漂白剤 

 

含まない 

 ・亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ ・過酸化水素 ・亜硫酸水素ｶﾘｳﾑ液 ・亜硫酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ液 

・亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ（結晶） ・亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ（無水） ・次亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ ・二酸化硫黄 

・ピロ亜硫酸ｶﾘｳﾑ ・ピロ亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

 

保存料 

 

含まない 

季節等によりその限りでは

ない 

・安息香酸 ・安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑ ･ｿﾙﾋﾞﾝ酸 ･ｿﾙﾋﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ ・ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ 

・ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ ･ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｴﾁﾙ ･ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ﾌﾞﾁﾙ ・ﾃﾞﾋﾄﾞﾛ酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

・ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ ・ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 ・ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ ･ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

防カビ剤 含まない  ・ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ･ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ･ｼﾞﾌｪﾆﾙ ・ﾁｱﾍﾞﾝダｿﾞｰﾙ 

殺菌料 含まない  ・高度ｻﾗｼ粉 ･ｻﾗｼ粉 ・次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ  ・過酸化水素 

酸化防止剤 できるだけ含まない 添加物の内容を明確にする 
・ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸ｶﾙｼｳﾑ二ﾅﾄﾘｳﾑ ・ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸二ﾅﾄﾘｳﾑ ・ｸｴﾝ酸ｲｿﾋﾟﾛﾋﾟﾙ 

・ｼﾞﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼﾄﾙｴﾝ ･ﾉﾙｼﾞﾋﾄﾞﾛｸﾞｱﾔﾚﾁｯｸ酸 ・ﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾆｿｰﾙ ・没食子酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ 

品質保持剤 含まない  ・ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 

甘味料 できるだけ含まない 
添加物の内容を明確にする 

合成甘味料は含まない 

・ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ ・Ｄーｷｼﾛｰｽ ・ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ ･ｻｯｶﾘﾝ ・ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ・Ｄーｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ 

・Ｄーｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ液 

調味料 できるだけ含まない 添加物の内容を明確にする  

その他各種の添加物 できるだけ含まない 添加物の内容を明確にする  

   １．この基準は令和３年９月１日から施行する。 

   ２．食品添加物については、食品加工上必要不可欠な最低限のものとし、不用なものは一切含まないこととする。 

   ３．法改正、安全性が疑問視されたときは、改正する。 

   ４．農薬については、できるだけ使用の少ないものとする。 


